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【報告事項】 

ア 地域密着型サービス部会委員及び部会長の選任について 

いわき市介護保険運営協議会委員であった「鐘下 公美子」氏より辞職届が提出され

たことから、令和 4 年 12 月８日付で委員を解嘱することとなった。 

後任については、同氏所属団体の「地域リハビリテーション広域支援センター」より

新たに推薦された「松本 良太」氏を令和 4 年 12 月 9 日付で新委員として委嘱した

（前委員の残任期間を引き継ぐ）。 

また、鐘下前委員は地域密着型サービス部会の部会長であったことから、後任の部会

委員及び部会長について、次のとおり会長が指名したので、ここに報告する（「いわき

市介護保険規則」第 59 条第２項及び第３項の規定による）。 

 

 

 

 

地域密着型サービス部会長 ： 政井 学 委員 

 

地域密着型サービス部会委員： 松本 良太 委員 
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【報告事項】 

イ 地域密着型サービスの指定について 

サービス種別 事業所数

小規模多機能型居宅介護 23

看護小規模多機能型居宅介護 2

地域密着型通所介護 87

認知症対応型通所介護 23

認知症対応型共同生活介護 45

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護
11

地域密着型特定施設

入居者生活介護
1

地域密着型サービス事業所数

(令和４年12月１日時点)

   

令和４年度第２回地域密着型サービス部会は、書面開催とし、部会委員より意見をいた

だいた上で、令和４年 12月１日付けで次の事業所を指定しました。 

 

 事業者名 代表者氏名 指定事業所名 所在地

地域密着型通所介護

介護予防通所介護相当サービス

指定年月日 サービスの種類
指定事業所申請者

BONILEMO

Create

株式会社

代表取締役

関本　ひとみ

介護付き

カルチャーサロン

Hygge植田

いわき市植田町

中央三丁目４‐16
令和4年12月1日

≪事業所外観≫ ≪事業所内観≫ 

≪事業所位置図≫ 
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【報告事項】 

ウ  新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの

見直しについて 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、国通知に基づき令和２年３月

から臨時的取扱いとして、全ての更新申請者を対象に、有効期間を 12 か月間延長し

てきたが、令和４年10月に「臨時的な取扱いは原則、令和５年３月31日までとする

が、市町村の判断により１年間延長しても差し支えない」旨の新たな国通知が発出

された。（別冊資料 P３参照）  

当該通知に基づき、市としては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び

令和５年度以降の事務負担の平準化の観点から、次の者を対象に、臨時的取扱いを

１年間延長することとした。  

１ 延長対象者  

⑴  医療機関や介護保険施設等に入院・入所中で、面会禁止等の措置により認定

調査が困難な方  

⑵  その他、感染拡大防止を図る観点から面会が困難で、認定調査が困難な方  

 ※  ⑴と⑵のいずれにも該当しない場合は、「通常の更新申請」の扱いとなる。  

２ 延長申出の方法  

面会が困難である理由を「延長申出書」に記入し、更新申請書と併せて提出し

てもらう。  

 

現状の取扱い 今後の取扱い 通常の更新申請

適用対象 全ての更新申請者

令和６年３月31日までに現認
定の有効期間満了を迎える者
で、コロナ対応のため面会が
困難な場合に該当するもの

受付期間 ～令和５年３月31日
令和５年4月１日
　     ～令和６年3月31日

令和６年4月1日～

認定調査・
主治医意見書

省略 省略 必要

延長期間 12か月 12か月

延長申出
の方法

更新申請書の余白に

「コロナ延長」記入

更新申請書

＋「延長申出書」
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【協議事項】 

ア  次期計画策定に向けた社会保障審議会介護保険部会での議論の状況 

及び本市において取り組むべき案件の整理について 

１ 市の介護保険事業計画と国の基本指針等について 

介護保険法（以下、「法」）により、市町村は、国が定める「基本指針」に則して、市町

村介護保険事業計画を策定することとされている。 

国の「基本指針」は、社会保障審議会介護保険部会（以下「部会」）が取りまとめた「意

見書（＝介護保険制度の見直しに関する意見）」を踏まえて定められるものであり、３年を

１期とする市町村介護保険事業計画のガイドラインの役割を果たしている。 

今般、部会より次期市町村介護保険事業計画の策定に向けた「意見書」が示された。こ

れを受け、令和５年７月には「基本指針（案）」が示される予定である。 

 

 

 

 

※ 次期計画策定に向けた大まかなスケジュール（令和５年12月まで）

R4.12 R5.１ R5.２ R5.３ R5.４ R5.５ R5.６ R5.７ R5.８ R5.９ R5.10 R5.11 R5.12

いわき市

国

現状把握

重要課題の協議

取組みの

方向性協議

課題整理

基礎調査

素案

作成

意見書
基本指針

(案)公表

基本指針見直しに

向けた議論
制度改正の準備
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２ 意見書について 

⑴ 概要 
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今般の意見書（別冊資料 P５～P49）は、「Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進」と

「Ⅱ 介護現場の生産性向上の推進、制度の持続可能性の確保」の２つを柱としている。 

「Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進」は、第７期介護保険事業計画（第８次いわ

き市高齢者保健福祉計画）まで進められた「地域包括ケアシステムの構築」から発展して、

第８期介護保険事業計画（第９次いわき市高齢者保健福祉計画／現行）にて取り上げてい

るところであり、引き続きその深化と推進を求めるものとなっている。 

「Ⅱ 介護現場の生産性向上の推進、制度の持続可能性の確保」は、前回の意見書（令

和元年 12 月 27 日）でも「持続可能な制度の構築・介護現場の革新」等として取り上げ

られていたが、今後の更なる介護サービス需要の増大と生産年齢人口の減少等に伴う介

護人材不足等を踏まえ、給付と負担のバランスを図りながら介護保険制度の持続可能性

を高めていくことを念頭としている。 

⑵ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

「地域包括ケアシステム」とは、介護が必要な状態となっても住み慣れた地域で暮らし

続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体

制のことである。 

今後の人口・世帯構成や地域社会の変化があっても対応できるよう、地域包括ケアシス

テムの深化・推進を図るため、「１．生活を支える介護サービス等の基盤の整備」、「２．

様々な生活上の困難を支え合う地域共生社会の実現」及び「３．保険者機能の強化」の 3

つの観点により意見が取りまとめられた。 

 

     

「２．様々な生活上の困難を支え合う地域共生社会の実現」 

「２．様々な生活上の困難を支え合う地域共生社会の実現」では、「総合事業の多様な

サービスの在り方」、「通いの場、一般介護予防事業」、「認知症施策の推進」及び「地域包

括支援センターの体制整備等」といった項目を取り上げている。 

 

〇 「総合事業の多様なサービスの在り方」では、平成 26 年法改正により設けられた介

護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総合事業」）について、充実化に向けた包括的

な方策の検討を、次期計画期間を通じて自治体と連携しながら集中的に取り組むべき

としている。また、インフォーマルサービスを含めた地域の受け皿を整備するための生

活支援体制事業の一層の促進についても言及している。 

 

 

 

 

 

（以下は意見項目から抜粋） 
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〇 「通いの場、一般介護予防事業」では、新型コロナ対策により自粛してきた通いの場

の活動再開や参加率向上の推進、年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、誰

もが一緒に参加し、認知症予防、多世代交流や就労的活動など、地域のニーズに応じた

多様な機能を有する場として発展・拡充させること、通いの場に参加できていない高齢

者を介護予防・見守りの取組みに繋げるために、高齢者の保健事業と介護予防の一体的

な実施による医療専門職等からのアプローチや、介護予防把握事業による民生委員・地

域のボランティア・自治会・老人クラブ等からのアプローチなど、様々な手段・機会を

活用した働きかけの推進などを提言している。 
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⑶ 介護現場の生産性向上の推進、制度の持続可能性の確保 

当項目は、「１．介護人材の確保、介護現場の生産性向上の推進」及び「２．給付と負

担」の 2 つの観点からなる。いずれも従前より重要かつ喫緊の課題として、部会で取り上

げられてきた。 

ア 介護人材の確保、介護現場の生産性向上の推進 

当項目は、さらに「(1) 総合的な介護人材確保対策」と「(2) 生産性の向上により、

負担が軽減され働きやすい介護現場の実現」の 2 つに分かれている。これらは、介護

サービスにおける需要の増大と供給（介護人材）の不足に対する取組みに関するもの

となっている。 

 

〇 「(1) 総合的な介護人材確保対策」では、介護人材の需要が今後益々伸長してい

くにもかかわらず、人材の確保・定着等が低調であることを問題視する中で、介護

人材確保に向けて、処遇の改善、人材育成への支援、職場環境の改善による離職防

止、介護職の魅力向上、外国人材の受入れ環境整備などの取組みを総合的に実施す

るべきとしている。また、それら取組みに係る具体策についても言及している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 「(2) 生産性の向上により、負担が軽減され働きやすい介護現場の実現」では、

「地域における生産性向上の推進体制の整備」、「施設や在宅におけるテクノロジー

（介護ロボット・ＩＣＴ等）の活用」、「介護現場のタスクシェア・タスクシフティ

ング」等が取り上げられている。 

「施設や在宅におけるテクノロジー（介護ロボット・ＩＣＴ等）の活用」では、

介護現場におけるテクノロジーの導入に向けて、介護ロボット・ＩＣＴの導入だけ
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ではなく、それぞれの介護現場において、自らの課題・ニーズに応じた適切な機器

の導入のため、都道府県主導のワンストップ窓口の導入や、全国 17 カ所に設置し

ている介護現場・ロボット開発企業の双方に対する一元的な相談窓口を通じた体験

展示、研修会、個別相談対応等の取組みの推進などを挙げている。 

 

イ 給付と負担 

当項目については、「７月の基本指針公表までに結論を得るべく議論継続するもの」

と「今般の計画策定では結論を見送り、第 10期計画策定時に結論を求めるもの」の 2

つに大別される。いずれも費用が増大し続けている介護保険制度の持続可能性を確保

する方策について言及したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

〇 １号保険料負担の在り方

〇 「現役並み所得」、「一定以上所得」の判断基準

〇 多床室の室料負担

〇 補足給付に関する給付の在り方

〇 ケアマネジメントに関する給付の在り方

〇 軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方

〇 被保険者範囲・受給者範囲

先送り

遅くとも来夏までに

結論を得る
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〇 「１号保険料負担の在り方」では、保険料設定の多段階化に関する見直しについて

言及している。 

第１号被保険者の保険料は、それぞれの負担能力に応じたものとするため、低所得

者ほど基準保険料に低い保険料率を乗じる一方、高所得者ほど高い保険料率を乗じる

所得段階別保険料としている。 

国では、保険料の段階数等について標準を設定しているが、保険者（≒市町村）は

裁量により段階数の追加等を行うことが可能となっている（＝保険料設定の弾力化）。 

現行の標準段階数は９段階となっているが、すでに全保険者の 52.2％が９段階を超

える段階数を設定していること（本市は 11 段階）、また、今後も介護費用の増大に伴

う保険料負担の増加が見込まれる中、低所得者の保険料上昇を抑制すること等を考慮

し、標準段階の更なる多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率

の引下げ等を検討すべきとしている。 

 

 

〇 「「現役並み所得」、「一定以上所得」の判断基準」では、介護サービスの利用者負

担が２割となる「一定以上所得」及び３割となる「現役並み所得」のそれぞれの判断

基準の見直し（拡大）について言及している。 

「一定以上所得」の判断基準については、高齢者医療制度との関係を踏まえつつも

介護サービスの特性に配慮しながら、来夏までに結論を得ること（次期計画へ反映）

とし、「現役並み所得」の判断基準見直しについては、慎重意見を考慮して今般の見

直しを見送っている。 
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３ 本市において取り組むべき案件について 

⑴ 当協議会における検討状況 

当協議会は、「第９次いわき市高齢者保健福祉計画（令和３年度～令和５年度）」の策定

以来、昨年度に 3 回、今年度に 2 回、それぞれ会議を開催してきた（書面開催含む）。 

その中で本市の課題として議論となったもののうち、主なものは以下のとおりである。 

① 循環器系疾患有病率の高さと要介護認定率の高さとの関係 

② 健康づくり、（オーラル）フレイル予防、介護予防に関心の低い高齢者等への啓発 

③ ポピュレーションアプローチ等を含む多角的な施策による介護予防 

④ 高齢者の社会参加を通じた生きがいづくりと健康寿命の延伸 

⑤ つどいの場の活性化及び充実化 

⑥ 介護人材の確保 
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⑵ 部会の意見書を踏まえ本市が取り組むべき案件の整理 

〇 当協議会における議論の多くは、今般の意見書における「通いの場、一般介護予防事

業」（本資料Ｐ11）と関連性があり、本市のつどいの場（通いの場）については、新型

コロナの影響による活動自粛、活動頻度の低さ、新規参加者の低迷、メンタル面へのサ

ポート等を課題とした意見があった。また、つどいの場を社会参加やフレイル予防の場

とするための方策についても議論をしてきたところである。 

〇 社会参加については、ボランティアポイントを含む高齢者の活躍創出に向けた働き

かけに関する意見のほか、意見書の「介護現場のタスクシェア・タスクシフティング」

に関連する高齢者の活躍創出に関する意見として、高齢者の介護現場における軽作業

への参加（介護助手）などがあった。 

〇 健康づくりに向けた取組みや健康づくり・（オーラル）フレイル予防・介護予防への

無関心・低関心層（若年層を含む）へのアプローチに関しては、今般の意見書では具体

的な言及はあまり見られないが、これらは健康寿命の延伸と介護給付費上昇の抑制と

いう観点から、本市にとって喫緊の課題となっており、意見書における「総合事業の多

様なサービスの在り方」や「給付と負担の在り方」にも関係するものである。 

〇 「給付と負担」については、次期計画で検討する本市の保険料設定に関わるものであ

る。保険料設定の多段階化は、本市では現行 11 段階としているが、今後の国の動向を

注視して対応を検討する必要がある。 

〇 次期計画の策定にあたっては、意見書の「地域の実情に応じた介護サービスの基盤整

備」にあるとおり、今後の介護ニーズ等に応じて、施設・在宅・居住系の介護サービス

をバランスよく整備することが重要となる一方、給付と負担の関係から、保険料の設定

について慎重に検討する必要がある。 
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